
第1分科会

回バ■トソン氏看囲んで

21世紀の協同社会を考える

石見尚（日本ルネッサンス研究所）

　第1分科会の目的は、これまでの経験交流に

とどまらず、協同労働の経験から見た世紀前

半の杜会構造を予測し、協同労働にとっての

杜会経済的課題を明らかにすることである。

そして21世紀の将来像に照らして、協同労働

のあり方を検討するとともに、社会一般に協

同労働とその担い手組織の意義を説明し、そ

の課題の推進に必要な支援政策を提起するこ

とが目的である。従って、論議は展望的かつ

提案型のものとなる。論議はロバートソン氏

の基調報告から始まった。以下論議の進行に

沿って、検討内容を要約する。

ジェイムス・ロバートソン

21世紀の社会におさてくること

　今朝の新聞を見ると「地球温暖化防止会議」

COP6が決裂したと報じていたが、地球の環境

問題は国家の利益を代表する政府間の協議で

は、問題の解決が難しい。人間中心の社会に

なり、人間が資源とエコシステムに貢任を持

って未来の形成のための意思決定に参加する

地球市民の会議に解決をゆだねる体制が必要

である。その時代が21世紀であろう。

　現在の経済的グローバリゼーションは貧しい

人や国を犠牲にし、資源を収奪しているが、そ

れは500年前からの資本中心の近代杜会が抱え

ている伝統的な病弊である。今はモダン・エイ

ジが終焉し、人間中心の杜会であるポスト・モ

ダン・エイジに転換する時代である。脱近代社

会の基礎となる原則は以下のものである。

＊人間は会杜や政府にすべてを依存する働き

方ではなく、雇用労働と自分の仕事をライフ

ステージ応じて選択的に配分する働き方に移

行する。そのような労働の社会的受け皿が求

められている。

＊資源と環境の保護を体系的に行う。

＊　「国富論」（国家の富型）の経済モデルか

らワン・ワールド（世界はひとつ）モデルヘ、

また現在の国際経済システムから分権型の多

層的ワン・ワールド経済システムヘ移行する。

＊経済成長優先ではなく、物質的豊かさより

もゆとりがあり安心できる生活の質の価値を

重視し、経済思想の中心に政治的倫理的選択

を復活させる。

＊男性社会に競争・効率重視型の価値観のほ

かに女性社会の共生型の価値観をつけ加える。

　21世紀にも市場と国家は経済の中で軍要な

役割を演じ続けるであろうが、その一方で市

場価値のためではない働き方としてのオウ

ン・ワークつまり「自分の働き方」と「協同

的自立」に基礎を置く非営利セクターの活動

も拡大してくる。
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節約型社会の環境的豊かさを目に見える形に

することも必要である。

る働き方の場を作る必要がある。ライフステ

ージにあった働き方を選択できる杜会づくり

が、21世紀の課題である（天野）。

労働の価値観の変化と展開方向

　労働の価値観の変化は1980年代に女性から

始まり、90年代には若者層に別の形でおきて

きた。働き方のこの変化は21世紀に引き継が

れ、杜会を揺るがす問題に発展することが予

想される。これに関して、渡辺、天野両氏の

話題提供によって検討に入った。

　日本の女性は明治期民法によって無能力者

と規定され、男性に養われる存在として取り

扱われることになった。そして有償労働は男

子の仕事、無償労働は女子の仕事とされてき

た。しかし、第2次世界大戦後、家父長的家族

制度の廃止によって女性の解放が進み、1986

年には男女雇用機会均等法が施行され、職場

での男女差別は禁止されるに至った。しかし、

まだ女性に就業はパート労働、契約杜員制が

多いし、事業体での女性の管理職は僅かであ

る。女性が男性なみに自立して働くには結婚

を断念しなければならない事態になる。男性

は家事・地域杜会の無償労働を1日の平均20分

しかしていないという調脊結果がある。女性

は人間的なコミュニティワークをするほうが楽

しいし、それを選ぶことになる。ワーカーズ・

コレクテイブの広がりがそれを表しており、今

後もその運動はとまらないであろう（渡辺）。

　21世紀の運命はいまの若者たちに託さなけ

ればならないが、若者たちの労働に地殻変動

が起きている。それは若者世代の間にフリタ

ー志望が増えていることである。たとえば高

校3年生の3分の1がフリター志望であるとい

う。若者の自発的無業者は28万人と言われる。

いまの社会は隙間のない杜会となっており、

若者はパターン化された働き方しかない職場

に抵抗を感じるのであって、自己を表現でき

　若者の自己にあった働き方を求める姿勢を

肯定的に受け入れる考え方に対して、それへ

の共感の時期を経過しつつも、自己流の職場

を意欲的に創る考え方もあるだろう。労協に

加入して働く若者たちやその他から出された

意見のいくつかを紹介しよう。

＊フリーター的な働き方を望む若者は、なに

か絶対的な自由な人生の姿を夢見る傾向があ

り、オーム真埋教、統一教会のようなカルト

集団にひきつけられた人もいた。「白己」は絶

対的なものではなく、協同の中で自己を生か

すことを学ぶ心構えが必要である（鈴木）。

＊病院の清掃には物理学や化学の勉強が必要

で、意欲をもって新しい職場を創ってゆく新

しい人材を切にもとめている。それなのにな

ぜ扉を自分で開けようとしないのか（諏訪）。

＊イギリスにも同じ問題がある。3世代労働

したことのない華族では、労働の価値がわか

らなくなっている。他方、政府の役人になる

ことで地域社会に貢献する道を選ぶ人が30年

前に多かったが、近年ではNGOに活動の場を

求める人も増えている（ロバートソン）。

＊若者に管理杜会だけが杜会ではなく、非営

利協同の杜会があることを知らせる講座が必

要と考え、市民を対象とする講座を設けた。

「子育て大学」や若い経営者を育てる「中小企

業二代目大学」などのような時代と地域社会

が見えるNPOをつくり、非営利・協同の若者

文化をつくる必要がある（藤田）。

　以上の論議を通じて言えることは、21世紀に

は人々の労働の価値観の変化は必然であり、新

しい働き方を受け入れ、人間の潜在的可能性を

伸ばすための学習と男女共同参画による非営
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利・協同組織が必要であるということである。

市民杜会のあり方

　新しい労働の価値観に基づく21世紀の社会

はどのような構図になるであろうか。それに

は市民社会を構成する基本的要素である家族、

地域杜会、企業の検討がさしずめ必要である。

　家族については、予備研究会の席で次の点

が確認された。20世紀の90年代に核家族のな

かに家族崩壊現象が進行した。この現象をプ

ラス思考で捉えるとすれば、夫婦が個人とし

て自立するということであり、夫婦別姓問題

は脇におくとすれば、さしずめ勤労夫婦では

所得税の扶養控除130万円の問題を卒業するこ

とになる。夫婦は人生の共通した価値観、特

に労働の共通した価値観で結ばれなければな

らないだろう。

　人生に金銭以外の価値による生活目標があ

れば、いくらか所得が少なくても、物質的欲

望に代わる満足感のある生活ができる。人問

の欲望には限りがないが、ある生活水準が達

成された国民は、精神的満足によって物質的

に賛沢な生活を抑制できるものである。これ

がさきのエコロジー的あるいは倫理的生活の

可能性についての芳賀さんの問題的に対する

ひとつの回答である（石見）。

　企業活動を哲学するNPOキャンペーンを試

みたことがある。中小企業とNPOを重ねあわ

せれば、地域社会の存在が見えてくる（藤田）。

　21世紀は労働時間が1800時間より短縮され、

価値観の変化とともに、生産的労働とレジャ

ー的労働の境界が暖味になってくる時代であ

る。20世紀は長時間労働が家庭と地域社会を

関係付けていたが、21世紀は生活者が中心に

なって地域杜会をつくり、企業杜会がその杜

会的価値を取り得れる時代になる。人が企業

に就職するのは、いい仕事をするためであり、

自己の価値実現のためであるというのが、21

世紀の市民杜会像になる。そのため人学では

「仕事について考える」ゼミが設けられ、大学

と企業が提携したインターンシップ制が整備

される。そのなかで学生は個人の自由は大勢

の他人との協同の中で成り立っていることを

認識するようになり、人問関係を実際に習得

するようになる（内田）。

　21世紀の企業社会は多様な構造になる。大

企業は経済基盤施設と知識労働者からなる資

本として、従来どうり存在するが、そのほか

にハイリスク・ハイリターン型のベンチャ

ー・ビジネスが出現して経済に活気を与える。

しかしそれだけにとどまらない。コミュニテ

ィ・ビジネスのように地域杜会の二一ズに対

応することを目的とする事業は、ローリス

ク・ローリターンの企業によって運営される。

その中間として、失業時代には雇用が目的で

利益はほどほどとするミドルリスク・ミドル

リターンの企業が存在する可能性がある。

　後のふたつのカテゴリーに属する企業すな

わち地域生活サービスや雇用創造を目的とし

て、経済面だけではなく杜会面を活動分野と

する企業をマイクロ・ビジネスと呼ぶことに

する。これらは市民起業家（アントレプレナ

ー）が地域の生活の実質的な豊かさや幸福を

目的とした企業で、大企業や政府が手をつけ

ない教育、環境、福祉などの分野で成立する。

このような各種マイクロ・ビジネスが登場し

てくるのが21世紀である。地域のなかでこの

ような地域社会企業と市民をむすび、活動を

円滑にするには、地域の中だけで通用する地

域貨幣が役に立つ。たとえば中古品のリサイ

クルショップ、一人暮らしの高齢者の家の除

雪や買物などに使える地域通貨のことをエコ

マネーとよぶことにしよう。エコマネーとは

お金で表すことのできない善意を交換する

「コミュニテイだけんで通用する通貨」という
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ことである。エコマネーは固定組織の中の通

貨と言うよりは、地域の個人と個人を結ぶ輪

を広げることにより、地域を蘇らせ、町とい

う名の家族を作る通貨である。このような地

域通貨はこれから多くの市町村にそれぞれの

名称を持って登場してくるであろう。こうし

た取り組みが実際シリコンバレーで成功して

いるのである。

　私の「幸せ方程式」によれば、幸せ：効

用／欲望で表すことができる。シューマッハ

ーは欲望を小さくしようとした。エコマネー

は情報で分母を小にするのである（加藤）。

　以上の話題提供に触発された意見が活発に

なされた。

＊市民協同体づくりは生協ではまだ少ない

が、桜美林大学生協では留学生との共同体体

験を試みたことがある。

＊多摩ニュータウンの実験では、地域通貨を

物の取引だけに適用すると、非営利目的が営

利目的に転化することも起こるので、作られ

た価値の循環をケアなどの人の交流へ発展さ

せることが肝要と思う（佐々木）。

＊マイクロ・ビジネス、コミュニティ・ビジ

ネスもグローバリゼーションのなかで生き残

るには営利を求めることになる。それらが倫

理性を持続できるであろうか（鈴木）。

＊コミュニテイ・ビジネスの非営利的倫理性

を貫徹するには、基本的には資本市場を変え

る以外には防止することはできない。そして

また市民起業家による評価を加える制度が必

要である。エコマネーについては、介護で支

払うマネーは受取人が住宅をバリヤフリーに

する材料の購入にあてることできるように、

コミュニティで使い方を考えて、コミュニテ

ィで育てることに意義がある（加藤）。

＊協同労働の協同組合はクローズドな組織で

地域杜会づくりに対応しているが、エコマネ

一を手段とする市民起業家はオープンな組織

で地域杜会をダイナミックに進めようとして

いる。労協と市民起業家との接点に21世紀型

労協の組織論があると思う（石見）。

市民による公共政策の決定への参加

　20世紀末の企業活動や国の公共投資が国民

に人気がないのはなぜか。それは国民の意思

と企業・国家の政策の間にミスマッチが大き

くなっているからである。この溝をいかにす

れば埋めることができるかが、最後の検討課

題となった。

　20世紀の杜会システムは営利部門が中核と

なって杜会が発展し、非営利部門は営利部門

に付随する小さな補完分野に過ぎなかった。

しかし21世紀の社会では欲望が多様化してい

るから、非営利部門の活動が杜会展開の無視

できない原動力になり、杜会発展にとって営

利動機と非営利動機の関係が逆転する。大学

を卒業して就職した者の30％が転職すると言

われているが、それは組織と個人の間にずれ

があるからである。市民杜会がもっと機能す

るには、組織のデザインを働く者の立場から

自由時間のデザインと共に第3者が評価し、企

業に評価情報として伝達する体制が必要であ

る（加藤）。

　国民はもうたくさんだというのに銀行や営

利企業の救済のために政府が公共投資を増や

した結果、20世紀末の財政赤字は700兆円近く

になっている。資本主義は経済倫理を失い、

信用を失墜した。もはや古い政財界首脳部に

杜会の発展を主導する力はないと言えよう。

福祉のような非営利部門では、市民が自ら福

祉政策に発言し事業を管理することで、国家

負担を節約し。財政再建をしなければ解決で

きない時代がきた（渡辺）。

　労協ではポストの数ほど地域福祉事業所を
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ワーカーズ・コープとして立ち上げることを

方針としている。人間らしい働き方を地域に

ひろげていくつもりである。

　ワーカーズ・コレクティブは福祉や地域杜

会の仕事に取り組んでるが、経済的に自立す

るまでにはなっていない。アンペイドワーク

を家庭から社会に広げたことに過ぎないので

はないか。経済的に成り立つまでにはどうす

ればよいか（小林）。

　金を稼げる運動にすると共に、また金を出

させる運動が必要ではないか（氏名不詳）。

　大量生産・大量消費からの転換の時代であ

る。工業化と既得権益を変える運動が必要で

ある（塩田）。

　以上の第1分科会の検討を通じて、21世紀の

市民たちが切望する人間らしい働き方を実現

していくには、政治経済の仕組みに思い切っ

た転換が必要であることが分った。国民的要

望を集約すると、広い意味での公共政策の転

換ということになる。人々が生き甲斐をもっ

て働くことができるためには、一案として言

うと、以下のように政策を転換していく必要

があるのではないか。

1．社会的に有用な労働は企業・協同組合・公

務の雇用労働だけでなく、自営業の労働、さ

らに地域杜会・福祉などのボランテイア労働、

家事・育児などの無償労働などがある。これ

らの社会的に有用な労働にたいして、雇用、

非雇用の区別なく、安心して働くことのでき

る所得保障の制度を設けるべきである。この

ためには、市民がライフステージに応じて多

様な働き方を選択できるように、現在の給与

体系の検討とあわせて、生活保護、失業保険、

各種の年金、その他の社会保障を総合的に再

検討し、単純明快な「基礎所得」の支給制度

の設けることが望ましい。

2．全ての国民の働き方を対象とする労働政策

が必要である。労働の価値観の変化に対応し

て、常勤労働と非常勤労働、ボランテイア労

働、余暇仕事を選択的に組み合わせた労働体

系を検討する必要がある。特に高齢化が常態

になる時代には、弾力的な定年制を採用し、

社会的な保障の裏付けをもって、有用な働き

方を自主的に選択できるシフトを考案する必

要がある。

3．地域杜会に関する公共事業（ハードとソフ

トの事業を含む）は住民の意向を組み入れれ

ば無駄と非効率をなくすることができる。そ

のため計画段階から市民が参画できるように、

住民と行政機関がパートナーシップを結ぶこ

とが必要である。その市民側のコーデイネー

ターとして協同組合やNPOなどの非営利協同

の諸組織が参加すべきであるし、またその能

力の向上を期待する。

4．21世紀は地方の時代である。地方分権を内

実のあるものとするためには、納税者が財政

支出に参加できる実質的民主主義に踏み切る

必要がある。そのため勤労所得税、消費税、

酒税、タバコ税などの地域と労働と生活に関

係のある税は地方財源とし、基準財政需要を

満たした後、余剰を国の費用と地方財政調整

財源にすることを検討する必要がある。こう

すれば、市民杜会としての都市と農村の間、

また地域間の交流と連帯の絆が強くなる。

5．以上、21世紀の新しい働き方を基礎とした

政策転換をすれば、国民は心身ともに健康を

取り戻し、地域のアイデンティティと勤労意

欲と杜会的責任を身近に感じることができる

ようになる。そして国にたいして地域と国民

がなにをなすべきかを自分の問題として考え

るようになる。そして公共政策の効果のあが

る実施によって、20世紀末に日本が残した700

兆円にのぼる膨大な財政赤字を計画的に償却

し、子孫に赤字負担を残さない持続可能な日

本を再建できるであろう。
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